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「第２次枚方市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（案）概要版 
 

１．第２次枚方市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の基本的な考え方について（計画案 P１～P３）                    

 

（１）計画の基本的事項 
 

項  目 第２次枚方市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の方向性 

① 計画の位置づけ ・地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画 

・「第３次枚方市環境基本計画」に掲げる地球温暖化対策を具体化し、取り組みを推進するための計画 

② 計画期間 ８年間（令和５（2023）年度～令和 12（2030）年度） 

（計画の見直し時期） 概ね４年後に社会状況等の変化を踏まえ、中間見直し 

③ 対象とする地域 枚方市域全域 

④ 計画の主体 本市の温室効果ガスの排出に関わるすべての市民・市民団体、事業者、行政のあらゆる主体 

⑤ 対象とする温室効果ガス ・二酸化炭素（CO2） 

・メタン（CH4） 

・一酸化二窒素（N2O） 

・ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 
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２．枚方市の温室効果ガス排出量の現状（計画案 P４～P５）                                        
 

（１）枚方市の温室効果ガス排出量の現況推計 

枚方市の令和元（2019）年度における温室効果ガス排出量は、2,219,040 t-CO2であり、基準年度である平成 25（2013）年度の排出量と比較

して 594,482 t-CO2（約 21.1％）の削減となり、前計画の短期目標（令和 4（2022）年度に平成 25（2013）年度比で温室効果ガス排出量を 12％

以上削減）を上回る結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 温室効果ガス排出量の推移 

枚方市域の令和元（2019）年度の部門別の二酸化炭素排出量の

内訳を見ると、産業部門が全体の約 42％で最も多く、次いで、業

務部門が約 21％、家庭部門が約 18％となっています。 

二酸化炭素排出量の部門別内訳を国と比較すると、枚方市では

産業部門、業務部門、家庭部門の比率が高く、運輸部門の比率が

低い傾向にあります。 

図 2019 年度の二酸化炭素の部門別構成割合 

令和元（2019）年度の部門別の温室効果ガス排出量は、平成 25

（2013）年度と比較して、家庭部門で約 39.5％、業務部門で約

34.6％、産業部門で約 12.1％、運輸部門で約 6.7％減少しています。

一方で、その他部門では約 20.3％増加しています。 

市域における温室効果ガスのガス種別の割合を確認すると、約

94％が二酸化炭素であり、大半を占めています。 

図 温室効果ガス総排出量の比較 
図 2019 年度の温室効果ガスの 

ガス種別構成割合 
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３．枚方市の地球温暖化対策のロードマップ（計画案 P６～P12）                                      
 

（１）枚方市の温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）2050 年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 令和 12（2030）年度 

温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度比で 47％以上削減 

長期目標 令和 32（2050）年度までに 

温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする 

「中期目標」は、国の「地球温暖化対策計画」に示された部門別

の削減目標や本市の地域特性、及び国が実施する施策と本市で実施

する施策によって市域において期待される削減効果を踏まえ、令和

12（2030）年度を目標年度として、平成 25（2013）年度比で 47％以

上の削減とします。 

図 国の部門別温室効果ガス排出量の削減目標に基づく 

枚方市の排出量の目安 

※の数値は、吸収源を除いた場合の数値である。 

●令和 12（2030）年度以降は、さらなる取り組みを進めていくとと

もに、森林吸収やカーボンリサイクル技術などの脱炭素社会に向

けた技術革新による二酸化炭素の吸収・固定化により、「温室効果

ガス排出量実質ゼロ」を実現する。 

●令和 12（2030）年度に向けては、「2050 年温室効果ガス排出量実質

ゼロ」を見据え、建築物の省エネ化や市民・事業者などによる省

エネルギーの取り組みを進めることで、エネルギー・資源の使用

量を極力、削減するとともに再生可能エネルギーの普及促進によ

りエネルギー使用に伴い排出される温室効果ガス排出量を削減し

目標を実現する。 
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（３）計画の基本方針と関連する SDGs のゴール、取り組みの方向性について 
 

基本方針と関連する SDGs のゴール 取り組みの方向性 

１．再生可能エネルギーの 

普及拡大 

 

 

１－１ 再生可能エネルギーの導入拡大 

１－２ 再生可能エネルギーの利用拡大 

２．省エネルギー・省 CO2 活動 

の普及拡大 
 

２－１ 脱炭素型のライフスタイルへの転換に向けた 

省エネルギー・省 CO2 活動の促進 

２－２ 事業活動における省エネルギー・省 CO2 活動の促進 

３．脱炭素化につながる環境整備 

の推進 
 

 ３－１ 環境への負荷が少ない交通体系の実現 

 ３－２ ヒートアイランド対策と緑の機能を活かした脱炭素型 

     のまちづくり 

４．脱炭素化に向けた循環型社会 

の構築 
 

 ４－１ ごみの発生抑制とリサイクルの推進 

 ４－２ 廃棄物処理における脱炭素の推進 

 

※気候変動適応法第１２条に基づく「地域気候変動適応計画」については、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の一部として

位置づけます。なお、内容が複数の基本方針等にまたがることから、４つの基本方針とは別の項目として設定します。 
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４．温室効果ガス排出量削減に向けた施策の展開（計画案 P13～P32）                                    

 

基本方針１ 取り組みの方向性 施策の方向性 主な施策 

１．再生可能エネルギー 

  の普及拡大 

再生可能エネルギーの 

導入拡大 

地域で自家消費型の再生可能エネルギーの

導入を進め、脱炭素化に向けて、電力の地産

地消を推進する。 

・公共施設への再エネ導入 

・市民への太陽光、蓄電池の導入促進 

・再エネの導入事例や効果などを広く情報

発信 

・ソーラーカーポートやため池の水面貸し

など、様々な未利用地への再エネ導入 

再生可能エネルギーの 

利用拡大 

市民、事業者への再エネ電力の普及を進め、

家庭や事業活動における調達電力の 100％再

生可能エネルギー化を推進し、脱炭素化され

たエネルギーの利用を拡大していく。 

・市民への「再エネ電気」の導入促進 

・事業者に対して、産地証明された再エネ

100％電力の導入を促進 

 

基本方針２ 取り組みの方向性 施策の方向性 主な施策 

２．省エネルギー・省 CO2 

活動の普及拡大 

脱炭素型のライフ 

スタイルへの転換に 

向けた省エネルギー・ 

省 CO2活動の促進 

脱炭素型のライフスタイルへの転換に向け

たライフステージに応じた環境教育・環境学

習を推進する。 

・幼児期における環境教育・環境学習の 

充実 

・学校における環境教育・環境学習の充実 

地球温暖化対策に関する情報について幅広

く情報提供するとともに、各主体間で情報共

有・情報交換するなど双方向でのコミュニケ

ーションを推進する。 

・ZEH の普及拡大、省エネ相談会の実施 

・省エネルギーにつながる高効率設備、機

器の導入を促進 

・ZEH 化・省エネ化に関する情報発信 

「NPO 法人ひらかた環境ネットワーク会議」

と連携し、環境情報コーナーを活用し、脱炭

素の普及啓発活動を推進する。 

・環境コミュニケーションの促進 

・省エネルギー・省 CO2型のライフスタイ

ルへの転換を促進 

事業活動における 

省エネルギー・ 

省 CO2活動の促進 

「枚方市地球温暖化対策協議会」などと連携

し、市内事業者の地球温暖化対策を推進す

る。 

・省エネルギー・省 CO2活動の促進 

・国・府の支援制度の情報発信 

・省エネ機器等の導入を促進 

市内事業者との連携により、脱炭素型ビジネ

ススタイルへの転換を促進する。 

・事業者への情報発信 

・脱炭素の取り組みをまちづくりに生かす

人材の育成や脱炭素に取り組む事業者

とのマッチングの促進 

・省エネルギー設備・機器の導入促進 
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基本方針３ 取り組みの方向性 施策の方向性 主な施策 

３．脱炭素につながる 

  環境整備の推進 

環境への負荷が少ない 

交通体系の実現 

コンパクトなまちづくりと交通施策などの連

携といった「コンパクトシティ・プラス・ネ

ットワーク」の取り組みの一つとして、公共

交通を持続可能なものとし、公共交通機能の

確保などに向けた取り組みを行うとともに、

自動車交通の脱炭素化の推進や、歩行者・自

転車にやさしいまちづくりを推進する。 

・EV・FCV 等の公用車への率先導入 
・「EV・FCV 普及連絡協議会」を設立し、
市民・事業者への EV・FCV の普及拡大
や充電設備の充実を図る 

・公共交通機関の１つであるバスに EV バ
スを導入し、運輸部門の二酸化炭素排
出量実質ゼロのモデルを示す 

・京阪本線連続立体交差化など、交通流
対策を推進 

ヒートアイランド対策 

と緑の機能を活かした

脱炭素型のまちづくり 

ヒートアイランド対策として、打ち水や緑の

カーテンの取り組みを推進するとともに、気

候変動の影響に対応するため、災害対策の推

進や、生態系の変化を把握するための定期的

な自然環境調査を実施する。 

・緑のカーテンや打ち水、ミスト発生器
などを活用したヒートアイランド対策
や熱中症対策を実施 

・概ね 5年ごとに自然環境調査を実施し、
調査結果を活用し、生物多様性の重要
性等について普及啓発 

里山や公園、緑地、農地など緑の保全と創造

により、吸収源を確保するとともに、ヒート

アイランド対策にもつながる、まちなか緑化

を推進する。 

・森林ボランティアの育成や、里山ボラ
ンティア活動団体への支援 

・公園、緑地の計画的な整備 
・市民の自主的な緑化活動を支援 

 

基本方針４ 取り組みの方向性 施策の方向性 主な施策 

４．脱炭素化に向けた 

  循環型社会の構築 

ごみの発生抑制と 

リサイクルの推進 

市民・市民団体、事業者、市が連携・協力し

ながら脱炭素化に向けて、食品ロスの削減な

ど、ごみの発生抑制を最優先として、４Ｒの

取り組みを促進する。 

・講演会や見学会などを開催し、市民の
ごみに対する意識向上を図る 

・「ひらかた夢工房」における市民ボラン
ティア活動の促進 

使い捨てプラスチックの使用抑制やポイ捨て

防止の啓発活動など、プラスチックごみ削減

に向けた取り組みを推進する。 

・市民・市民団体、事業者、市との連携
により、使い捨てプラスチックの削減
やプラスチックごみのポイ捨て防止の
啓発活動に向けた取り組みを推進 

廃棄物処理における 

脱炭素の推進 

廃棄物処理施設において、ごみ処理に係る省

エネルギーの取り組みを進めるとともに、廃

熱を利用した発電を進め、廃棄物処理におけ

る脱炭素化を推進する。 

・廃棄物処理施設において、廃熱を利用
した発電を行い、施設で活用 

・ごみ処理に係る省エネルギーの取り組
みを推進 
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＜各基本方針を横断する基盤的な地域脱炭素の取り組み＞ 
令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量の削減目標の達成、さらには、2050 年カーボンニュートラルを実現するためには、４つの基本方

針を踏まえたより具体的な施策を着実に推進していくことが重要となります。そこで、脱炭素と本市が抱える地域課題の同時解決をめざす「ネ

ット・ゼロシティ Hirakata style」として、市民・市民団体、事業者、市との連携による各基本方針を横断する基盤的な地域の脱炭素の取り

組みを推進します。 

 

 

 

 
  

取り組み例１：再エネ×電動車 取り組み例２：再エネ・省エネ×プラごみ削減×環境教育・情報発信 

取り組み例３： 

まちなか緑化・生物多様性 

×環境教育・情報発信 
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５．計画の推進体制と進行管理（計画案 P39～P40）                                             

 

①計画の推進体制と進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進体制のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２次枚方市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編） 
 ※具体的な施策は、第３次枚方市環境基本計画の推進と整合を図るため、 

計画期間を 3 年間とする「第３次環境基本計画事業計画」に位置づけ 

枚方市環境審議会 

市⺠・市⺠団体、事業者 
 

NPO 法人ひらかた 
環境ネットワーク会議 
 
枚方市地球温暖化対策協議会 
 

※市⺠・市⺠団体、事業者の 
役割を踏まえた取り組みの推進 

諮問 
報告 

答申 
意⾒ 

公表 

連携・協⼒ 

参画 

第２次枚方市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編）の目標の実現 

計画の推進 

枚方市 
 
 枚方市環境⾏政推進本部 

※市の責務、個別施策・事業の実施 

計画の進行管理のイメージ 

担当課による事業計画に基づく施策の実施 

 
計画 

(Plan) 

実施 
(Do) 

点検 
評価 
公表 

(Check) 

⾒直し 
(Action) 

●環境審議会、環境⾏政推進本部での点検・評価 
●進捗状況の公表（ひらかたの環境（環境白書）、市ホームページ 

●第２次枚方市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編）の⾒直し 

第
２
次
枚
方
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
⾏
計
画
（区
域
施
策
編
）
の
⾒
直
し 

●事業計画の進⾏管理(Check) 
事業の進捗、目標達成状況 を担当課 
が自己点検を⾏い、課題を抽出 

●事業計画進捗状況一覧の公表 
●環境審議会、環境⾏政推進本部 での点検・評価 

●事業計画の 
年度ごとの⾒直し(Action) 

第２次枚方市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編） 
（取り組み指標の設定） 

●環境基本計画の事業計画 
の中に施策を位置づけ(Plan) 

※事業単位で事業目標設定 

●年度ごとの施策の実施(Do) 


